
家畜共済小委員会報告

諮問事項

家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品の収載基準、そ

の薬価の算定方法及び収載する医薬品について

家畜共済薬価基準小委員会（開催日時：平成１９年１月２９日～３０日、

） 、 。座長：田口専門委員 において調査審議を行い 以下のとおりの結論を得た

（1）収載基準

諮問どおりとする。

（2）薬価の算定方法

諮問どおりとする。

ただし、成分が同一の医薬品については、諮問の算定方法を踏まえた上

で、規格・単位に応じて医薬品間の薬価の是正を図ること。

（3）収載する医薬品

ア 「(1) 収載基準」に基づき、諮問のあった医薬品のすべてについて調

査審議を行った結果、諮問にあった医薬品については、諮問どおりとす

る。

プロゲステロン腟内挿入薬並びにイベルメクチン注射薬及び外用薬に

ついて、収載の是非について調査審議を行った結果、疾病予防薬及び寄

生虫駆除薬に該当するものとして、不収載とすることが望ましいこと。

一方、調剤を要する医薬品のうち、近年購入実績のない医薬品につい

ては、診療所への調査の結果、収載を希望する意見があることから、収

載とすることが望ましいこと。



イ その結果、収載を妥当とするものは次のとおり。

注 射 薬 ４５８品目

内 用 薬 １６９品目

外 用 薬 ７５品目

注入・挿入薬 ４９品目

合 計 ７５１品目

ウ 製造販売中止等の理由により収載されなくなる医薬品のうち、診療施

設においていまだ在庫があり、また、在庫があれば給付されることが適

当であると考えられる医薬品については、平成１９年６月３０日までに

限って適用することが望ましいこと。

エ 調剤を要する医薬品（局方医薬品等）の薬価基準表への収載の可否に

ついては、今後、医薬品購入実態調査及び診療所への調査を通じて、そ

れらの使用実態を把握し、不収載とする基準を明確にした上で、調査審

議を行う必要があると考える。

（4）その他

製造販売承認の承継又は会社の統合等により製造販売会社名が変更にな

った場合にも、同一医薬品であれば給付対象となるように措置を講ずるこ

と。
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